
昭和１１年９月

人 人 人

m3 m3 m3

m3 m3 m3

％ ％ ％

％ ％ ％

茂木浄水場(１日平均) m３/日 第１水源地 m３/日 一の宮浄水場 m３/日

第２水源地 m３/日

下林浄水場 m３/日

ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管

硬質塩化ビニール管 硬質塩化ビニール管 硬質塩化ビニール管

石綿セメント管

鋼管

鋳鉄管

m m m

観音寺市水道事業会計 大野原町水道事業会計 豊浜町水道事業会計

３３４，０７７

会 計

総 延 長

会 計

１，６９４

配 水 管

４，４５２

香 川 用 水 の 割 合 ５３．００

自 己 水 源 の 割 合 ４７．００

平成９年３月２１日

計 画 給 水 人 口 ８，５００

計画一日最大給水量 ６，５００

種 類

総 延 長

会 計

当 初 認 可 年 月 日

変 更 認 可 年 月 日

一 日 最 大 給 水 量

主 な 水 道 施 設

種 類

香 川 用 水 の 割 合

自 己 水 源 の 割 合

主 な 水 道 施 設

配 水 管

変 更 認 可 年 月 日

計 画 給 水 人 口

計画一日最大給水量

一 日 最 大 給 水 量

豊 浜 町

水道分科会担 当 分 科 会 名

当 初 認 可 年 月 日 昭和２７年７月１日

　１　上水道事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。

上下水道部会担 当 部 会 名各種事務事業(上水道等事業関係)の取扱いについて

大 野 原 町区 分 観 音 寺 市

協定項目番号 ２３－１５ 合 併 協 定 項 目

上 水 道 事 業

平成１５年３月２４日

４５，０００

２８，２００

２１，８５９

５４．８０

４５．２０

８，６８５

配 水 管

６，８００

一 日 最 大 給 水 量 ５，０１７

主 な 水 道 施 設

２００

２００

１，６００

香 川 用 水 の 割 合 ６８．７３

自 己 水 源 の 割 合 ３１．２７

種 類

総 延 長 ８８，２７８

当 初 認 可 年 月 日 昭和４６年３月１５日

変 更 認 可 年 月 日 平成１５年３月２４日

計 画 給 水 人 口 １２，５００

計画一日最大給水量

６０，５９８

調　整　方　針　(案)

－
4
4
－



　２　簡易水道事業については、現行のとおり引き継ぐ。

田野々地区簡易水道

人

m3

m3

m３/日

硬質塩化ビニール管

m

２３－１５ 合 併 協 定 項 目 各種事務事業(上水道等事業関係)の取扱いについて 担 当 部 会 名 上下水道部会 担 当 分 科 会 名 水道分科会

豊 浜 町

簡 易 水 道

区 分 観 音 寺 市 大 野 原 町

計 画 給 水 人 口 ２７０

変 更 認 可 年 月 日

昭和５４年５月１９日

平成ー年ー月ー日

当 初 認 可 年 月 日

主 な 水 道 施 設

一 日 最 大 給 水 量 ６０

計画一日最大給水量 ７０

配 水 管

種 類

田野々浄水場 ７０

総 延 長 ８８，２７８

会 計 田野々地区簡易水道事業特別会計

調　整　方　針　(案)

協定項目番号

－
4
5
－



備考

※ 田野々地区簡易水道については、大野原町水道事業

給水条例を適用

各種事務事業(上水道等事業関係)の取扱いについて 担 当 部 会 名

観 音 寺 市 大 野 原 町 豊 浜 町

上下水道部会 担 当 分 科 会 名 水道分科会合 併 協 定 項 目

　３　水道料金、加入分担金等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。

附記１　基本水量の定めのあるものは、その使用水量が、
　　　基本水量に満たない場合でも基本料金を徴収する。
　　　２　会場用等は、自治会場、消防屯所、墓地、その
　　　他をいう。

１　臨時用とは、建設工事、興行その他短期間、臨時に水
道を使用する場合をいう。

調　整　方　針　(案)

水 道 料 金

区 分

協定項目番号 ２３－１５

－
4
6
－

基 本 料 金 基本料金 超 過 水 量 超過料金
10立方メートルを超え
30立方メートルまで

1,390円 30立方メートルを超え
50立方メートルまで
50立方メートルを超え

まで 1,250円) るもの
200立方メートル

　　　　　まで

200立方メートル

　　　　　まで

80立方メートル

　　　　　まで

1立方メートル

　　　　につき

10立方メートル

　　　　につき

用 途
観 音 寺 市

210円

230円

10立方メートルまで

(ただし、8立方メート

臨 時 用

私 設 消 火 栓
演 習 用

250円

7,000円

27,600円

11,900円

330円

3,300円

1回(使用時間5分間以内)につき

工 業 用
甲

乙

船 舶 用

一 般 用

湯 屋 用

1,970円

200立方メートルを超
えるもの

100円

200立方メートルを超
えるもの

290円

80立方メートルを超え
るもの

290円

10立方メートルを超え
るもの

330円

基 本 料 金 基本料金 超 過 水 量 超過料金

1,000立方米まで
1立方米当たり

1,001立方米以上
1立方米当たり

220円

1立方米当たり 220円

220円2,000円

1立方米当たり

1立方米当たり

1立方米当たり臨 時 用

10立方米まで

会 場 用 等

1,700円

10立方米まで 2,000円

10立方米まで

200立方米まで

10立方米まで

大 野 原 町
用 途

一 般 用

工 業 用

1立方米当たり 210円

220円

1,700円

30,000円

220円

営 業 用

団 体 用

210円

口 径 超 過 水 量 超過料金
5m3以下 1,000円
10m3以下 1,500円
5m3以下 1,900円
10m3以下 2,300円

臨時用 1立方米当たり 300円

豊 浜 町

30mm

40mm

50mm

200m3まで

200m3を超える

170円

200円

10m3以下

3,600円

4,200円

75mm

100mm

10m3以下

10m3以下

20,200円

6,200円

12,400円

基 本 料 金

13mm

20mm

25mm 10m3以下 2,900円

10m3以下

10m3以下



　３　水道料金、加入分担金等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。

７５ミリメートル 2,700 円

１００ミリメートル 5,000 円

４０ミリメートル 500 円

５０ミリメートル 1,700 円

２５ミリメートル 250 円

３０ミリメートル 350 円

１３ミリメートル 100 円

２０ミリメートル 150 円

2,560 円

１００ミリメートル 円

７５ミリメートル

430 円

５０ミリメートル 1,060 円

４０ミリメートル

230 円

３０ミリメートル 340 円

100 円

２０ミリメートル 200 円

メ ー タ ー 使 用 料 口 径

１３ミリメートル

２５ミリメートル２５ミリメートル 円

７５ミリメートル 円

１００ミリメートル 円

４０ミリメートル 円

５０ミリメートル 円

３０ミリメートル 円

１３ミリメートル 円

２０ミリメートル 円

口 径 金 額 金 額 口 径 金 額

１００ミリメートル
を超えるもの

メーターの口径の断面
積及び通水量に応じて
市長が別に定める額

1,050,000 円

１００ミリメートル 2,000,000 円

300,000 円

５０ミリメートル 450,000 円

円

90,000 円

３０ミリメートル 150,000 円

円

１００ミリメートル
を超えるもの

１３ミリメートル

２５ミリメートル

４０ミリメートル

７５ミリメートル

１００ミリメートル
を超えるもの

円

７５ミリメートル 円

円

４０ミリメートル 300,000 円

３０ミリメートル 150,000

５０ミリメートル 600,000

２５ミリメートル 90,000 円

２０ミリメートル 60,000

１００ミリメートル

７５ミリメートル 18,000,000 円

１００ミリメートル 3,375,000 円

1,500,000

４０ミリメートル 450,000 円

５０ミリメートル 6,750,000 円

135,000 円

２０ミリメートル

３０ミリメートル 247,000 円

口 径 金 額

区 分

90,000 円 円

30,000 円

２０ミリメートル 60,000

加 入 分 担 金 口 径 金 額 口 径

１３ミリメートル 30,000 円

観 音 寺 市 大 野 原 町

金 額

１３ミリメートル 45,000 円

２５ミリメートル

上下水道部会 担 当 分 科 会 名 水道分科会合 併 協 定 項 目

豊 浜 町

協定項目番号 ２３－１５ 各種事務事業(上水道等事業関係)の取扱いについて 担 当 部 会 名

調　整　方　針　(案)

－
4
7
－



設計審査手数料 設計審査手数料 設計審査手数料

竣工検査手数料 竣工検査手数料 竣工検査手数料

再開栓手数料

　３　水道料金、加入分担金等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。

３，０００円/１件
３，０００円/１件

(臨時用開栓含む)

４０mm １２，０００円 ６，０００円

５０mm以上 １８，０００円 ９，０００円

２５mm ３，６００円 １，８００円

３０mm ６，０００円 ３，０００円

５，０００円/１件

口 径 新 築 そ の 他

１３mm １，２００円 ６００円

２０mm ２，４００円 １，２００円

新 築 増 築

１，９００円/１件 １,３００円/１件

３，０００円

１２，０００円 ６，０００円

１８，０００円 ９，０００円

３０mm

４０mm

５０mm以上

３，６００円

６，０００円

２０mm ２，４００円 １，２００円

２５mm １，８００円

口 径 新 築 そ の 他

１３mm １，２００円 ６００円

担 当 分 科 会 名 水道分科会担 当 部 会 名 上下水道部会協定項目番号 ２３－１５ 合 併 協 定 項 目 各種事務事業(上水道等事業関係)の取扱いについて

手 数 料

区 分 観 音 寺 市 大 野 原 町

新 築 増 築

１，１００円/１件 ７００円/１件
５，０００円/１件

豊 浜 町

調　整　方　針　(案)

－
4
8
－



担当部会名 上下水道部会

－
4
9
－

担当分科会名各種事務事業(上水道等事業関係)の取扱いについて協定項目番号 ２３－１５ 合併協定項目 水道分科会

使用水量 0～8（5） 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

観音寺 1,250 1,390 1,600 1,810 2,020 2,230 2,440 2,650 2,860 3,070 3,280 3,490 3,700

大野原 1,800 1,800 2,010 2,220 2,430 2,640 2,850 3,060 3,270 3,480 3,690 3,900 4,110

豊浜 1,100 1,600 1,770 1,940 2,110 2,280 2,450 2,620 2,790 2,960 3,130 3,300 3,470

使用水量 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

観音寺 3,910 4,120 4,330 4,540 4,750 4,960 5,170 5,380 5,590 5,820 6,050 6,280 6,510

大野原 4,320 4,530 4,740 4,950 5,160 5,370 5,580 5,790 6,000 6,210 6,420 6,630 6,840

豊浜 3,640 3,810 3,980 4,150 4,320 4,490 4,660 4,830 5,000 5,170 5,340 5,510 5,680

使用水量 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

観音寺 6,740 6,970 7,200 7,430 7,660 7,890 8,120 8,350 8,580 8,810 9,040 9,270 9,500

大野原 7,050 7,260 7,470 7,680 7,890 8,100 8,310 8,520 8,730 8,940 9,150 9,360 9,570

豊浜 5,850 6,020 6,190 6,360 6,530 6,700 6,870 7,040 7,210 7,380 7,550 7,720 7,890

使用水量 48 49 50 60 70 80 90 100 200

観音寺 9,730 9,960 10,190 12,690 15,190 17,690 20,190 22,690 47,690

大野原 9,780 9,990 10,200 12,300 14,400 16,500 18,600 20,700 41,700

豊浜 8,060 8,230 8,400 10,100 11,800 13,500 15,200 16,900 33,900

各市町水道料金（消費税抜き）

一般用　φ13



関係法令

公営企業法(抜粋)　
　　(この法律の適用を受ける企業の範囲)
第２条　この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」と　いう。)に適用する。
　(1)　水道事業(簡易水道事業を除く。)
  (2)　工業用水道事業
　(3)　軌道事業
　(4)　自動車運送事業
　(5)　鉄道事業
　(6)　電気事業
　(7)　ガス事業
　　(経営の基本原則)
第３条　地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
　　(料　　金)
第２１条　地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。
２　前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保する
　ことができるものでなければならない。

水道法
　　(債　　務)
第２条　国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であること
　にかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。
第２条の２　地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道
事
　業及び水道用水供給事業を経営するに当たっては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。
　　(供給規定)
第１４条　水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
２　前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
　(1)　料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
　(2)　料金が、定率又は定額をもって明確に定められていること。

担当部会名 水道分科会

－
5
0
－

上下水道部会 担当分科会名協定項目番号 ２３－１５ 合併協定項目 各種事務事業(上水道等事業関係)の取扱いについて



関係法令

地方財政法(抜粋)　

担当部会名 上下水道部会 担当分科会名協定項目番号 ２３－１５ 合併協定項目 各種事務事業(上水道等事業関係)の取扱いについて

－
5
1
－

　　(公営企業の経営)
第６条　公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入
　をもって充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみを充てることが客観的に困難で
　あると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入をもってこれに充てなければならない。但し、災害その他特別の事由がある場合において議会
　の議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもってこれに充てることができる。

水道分科会



(5)　その他の水道事務事業のうち、差異のあるものについては、一体性の確保の観点から、新市において速
   やかに調整するものとする。

(6) 工業用水道事業については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。

H16.11.1

(砺波市)

砺波市・庄川町
合併協議会

(富山県)

(1)  水道事業については、安全で安定的に、かつ低廉な生活用水等を供給するため、引き続き、計画的に事
　　業の促進を図るとともに、水道施設の適切な維持管理に努めるものとする。

(2) 水道事業計画については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。

(3) 水道使用料及び加入金(分岐負担金)については、それぞれ現行のまま新市に引き継ぎ、漸次調整する。

(4) 水道会計については、合併時に統合するものとする。

５ 開発行為等に伴う水道施設等については、合併までに調整する。

H16.10.1

(志摩市)

志摩地域
合併協議会

(三重県)

１ 上水道事業計画については、合併後も当分の間、現行どおりとし随時調整する。

２ 新市の水道料金については、料金格差が著しく大きいため、不均一料金とする。平成１７年４月から３年間
　は各町の現行どおりの料金体系で運営し、４年目に見直しを行い、平成２２年４月から統一を図る。

３ 加入分担金は、合併後も当分の間、現行どおりとし随時調整する。

４ 水道料金の賦課徴収事務については、料金の徴収及び減免措置等を合併までに調整する。また、集金人
　体制についても合併までに調整する。

H16.4.1
四国中央市

(愛媛県)

・　料金、料金体系、水道加入金については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

簡易水道事業

・　２市２町には、平成１４年度現在２０箇所簡易水道施設が設置されており、地理的な条件等により同一事
　業とすることが困難なことから、新市に移行後も当分の間現行とおりとし、随時調整する。

２　簡易水道料金及び加入金については、当分の間それぞれ現行のとおりとする。

各種事務事業(上水道等事業関係)の取扱いについて 担当分科会名 水道分科会

・　料金、料金体系、水道加入金については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

上水道事業

担当部会名

調 整 方 針

上下水道部会

－
5
2
－

先 進 地 事 例

団 体 名 合 併 期 日

H15.4.21
周南市

(山口県)

協定項目番号 ２３－１５ 合併協定項目

１　上水道料金及び加入金については、当分の間現行のとおりとする。


